業務委託契約書（時給・月額型）

株式会社〇〇（以下「甲」という）と株式会社××（以下「乙」という）は、次のとおり業務委託契約（以下「本契約」という）を締結する。

第1条 （委託業務）
甲は乙に対し、次の業務を委託し、乙はこれを受託する。
1. 〇〇〇〇業務
2. △△△△業務
3. 上記に付随する連絡、報告、資料作成等の業務
なお、具体的な業務内容は、甲乙協議のうえ、メール、チャット、見積書、仕様書その他の方法により確認する。

第2条 （契約期間）
本契約の期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
契約期間満了後に継続する場合は、甲乙協議のうえ、別途定めるものとする。

第3条 （委託料）
委託料は、次のいずれかの方法により定める。

1．時給型  
時間単価：1時間あたり〇〇〇〇円（税込）  
月間上限時間：〇〇時間まで

2．月額型  
月額報酬：月額〇〇〇,〇〇〇円（税込）  
想定稼働時間：月〇〇時間程度

実際の業務量が上限時間または想定稼働時間を大きく超える場合、乙は事前に甲へ連絡し、甲乙協議のうえ対応を決めるものとする。

第4条 （業務報告および請求）
乙は、この契約に係る権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。但し、あらかじめ甲の書面による承認を得たときは、この限りでない。

第5条 （業務の進め方）
乙は、自己の責任と裁量により委託業務を遂行するものとし、甲は乙に対して雇用契約上の指揮命令を行わない。
ただし、業務内容、納期、成果物、報告方法その他必要な事項については、甲乙協議のうえ確認するものとする。
第6条 （資料等の管理）
甲が乙に貸与した資料、データ、書類、アカウント情報その他の情報は、本契約の業務遂行の目的に限り使用する。
乙は、甲の求めがあった場合、貸与資料等を速やかに返却、削除または破棄するものとする。

第7条 （秘密保持）
甲および乙は、本契約に関連して知り得た相手方の秘密情報を、相手方の承諾なく第三者に開示または漏えいしてはならない。
本条の義務は、本契約終了後も存続する。

第8条 （再委託・権利義務の譲渡）
乙は、甲の事前承諾なく、本契約上の業務を第三者へ再委託してはならない。
また、甲および乙は、相手方の承諾なく、本契約上の地位、権利または義務を第三者に譲渡してはならない。

第9条 （契約内容の変更・解除）
業務内容、委託料、契約期間、稼働時間その他本契約の内容を変更する場合は、甲乙協議のうえ、書面または電磁的方法により確認するものとする。
甲または乙は、相手方が本契約に違反し、相当期間を定めて催告しても是正されない場合、本契約を解除することができる。

第10条 （協議）
本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとする。

以上、本契約の成立を証するため、本書を2通作成し、甲乙署名または記名押印のうえ、各1通を保有する。

令和〇年〇月〇日

（甲）
住　　所：
会 社 名：
代表者名：


（乙）
住　　所：
会 社 名：
代表者名：

